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福島県企画調整部 
 

福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 及 び 
福 島 復 興 再 生 基 本 方 針 に つ い て 





平成24年 

風評被害対策（風評被害PKG） 
［平成25年4月2日復興庁策定］ 

被災者支援（被災者支援施策PKG） 
［平成25年3月15日復興庁策定］ 

避難解除等区域復興再生計画 
［平成25年3月19日総理決定］ 

 

Ấ 

 

早期帰還・定住プラン 
［平成25年3月7日復興庁策定］ 
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福島復興再生特別措置法 
［平成24年3月31日施行］ 

福島復興再生基本方針 
［平成24年7月13日閣議決定］ 

᾽
қ  

重点推進計画（県作成） 
［平成25年4月26日認定］ 

産業復興再生計画（県作成） 
［平成25年5月28日認定］ 

グランドデザイン 
［平成24年9月4日復興庁策定］ 
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福島の復興施策体系 

１ 

β復興庁資料 



○福島復興再生基本方針は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための 
   政府の基本的な方針。福島復興再生特別措置法（第５条）に基づいて策定される。 
 

○福島県知事の県内市町村長の意見聴取、内閣総理大臣の県知事の意見聴取の手続を経て、平成２４年７月     
１３日、  閣議決定された。   

福島復興再生特別措置法の体系 

福島復興再生特別措置法 

福島復興再生基本方針 

産業復興再生計画 重点推進計画 避難解除等区域復興再生計画 

原子力災害による被害を受け
た産業の復興再生 
（県が作成、国が認定） 

₳ ₴ ὑ 

新産業の創出等 
（県が作成、国が認定） 
 

₳ ₴ ὑ 

公共工事の代行、生活環境整備事業の
実施等 
（県の申出により国が策定） 

₳ ₴ Ẏ ὑ 

（避難指示が出された市町村の復興再生） 

（全県の復興・再生） 

２ 

企業立地促進計画 

避難解除区域等への企業立地の促進 
₳ ₴ ὑ ї 



○平成２３年 ６月１８日 第１０回東日本大震災復興構想会議で、佐藤雄平・福島県知事が 
                 原子力事故からの地域再生の特別立法の必要性を訴え、立法化を要求      
 
 

            ７月２９日 『東日本大震災復興基本方針』が閣議決定。 
                 地域再生の特別立法の検討を行う旨が明記   
  
 

          ８月２７日  第１回福島復興再生協議会で、福島県知事が、地域再生法の素案を 
                政府に提示。政府が、次期通常国会までに、法整備を行う旨を明言   
 
 
 

βその後、福島復興再生協議会で法案を政府と協議（第２回、第３回協議会）（幹事会を数次開催）  
 
○平成２４年 ２月 ４日 第４回福島復興再生協議会で法案について復興庁から説明  
  

         ２月１０日 福島復興再生特別措置法案が閣議決定 （予算関連法案）  
 

             ３月 ８日 福島復興再生特別措置法案が衆議院で可決   
 

           ３月３０日 福島復興再生特別措置法が参議院で可決・成立    

福島復興再生特別措置法の制定・福島復興再生基本方針の策定までの経過 

福島特措法の制定までの経過 

○平成２４年 ４月２２日 第５回福島復興再生協議会で、復興庁から基本方針の骨子が提示 
 

             ６月 １日 福島復興再生協議会幹事会を開催。骨子案を踏まえて協議     
 

           ６月２０日 県知事に対する法定意見聴取              
                県知事が市町村長に意見を照会し、政府に回答      
 

         ７月 １日 第６回福島復興再生協議会で、復興庁から基本方針の案が提示         
 

         ７月１３日  『福島復興再生基本方針』が閣議決定   
 
β基本方針の案の策定過程では、３月以降、県・全市町村と復興庁との事務レベルの意見調整の場を計５回開催     

基本方針の閣議決定までの経過 

３ 
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福島特措法の制定に向けた県の要望趣旨  

福島県は原子力災害によって、県全域にわたって、放射線による自然・生活環境の汚染、
県民の生活・健康不安、人口減少等による地域社会の活力の低下、農林水産業の作付・
出荷制限や販売不振、観光集客力や企業立地への打撃など甚大な被害を受け、他県に
比べ、自然的・社会的・経済的な諸事情において、県勢全般の基礎条件が著しい地盤沈
下を被る事態に直面。  

原子力災害の被災地域の特殊事情にかんがみ、①環境回復と民生の安全、②警戒区
域等のふるさと再生、③産業活力の再興のための特別の措置を総合的かつ計画的に講
ずるためには、原子力災害対策特別措置法など現行の法制度では不十分であり、今後、
復興特区などにより地方・民間の創意工夫を発揮する上でも、地域再生のための特別法
の制定により、地域の自立的再生に不可欠な基礎条件の回復、地域格差の是正、及び
被災地域の均衡ある再整備を図り、美しく住みよい活力溢れる福島の礎を取り戻すこと
が必要。 

福島県民が、この度の困難を乗り越え、新生ふくしまの創造に向けて一丸となって臨むこ
とのできる希望の旗印として、また、国として断固たる決意で“ふくしま”の再生に取り組む
姿勢と実績を国内外に発信するためにも、原子力災害からの地域再生のための特別法
を、国が責任と役割を担って立案・制定し、原子力災害からの福島の復興に万全を期す
ことが必要。 

○ 

○ 

○ 

４ 



福島特措法の必要性 

１．原子力災害による特殊かつ深刻なハンディキャップ 
○福島県は、県民の生活・健康、地域づくり、産業振興など幅広い分野で厳しいハンディキャップを今後長期に負担。 
○国策として進められてきた原子力による災害からの地域再生は全面的に国が責任を負うべき。 
  

 ２．放射線影響からの住民の安全確保と一体での地域再生 
○原子力災害の特殊性から、放射線影響からの住民の安全確保は、被災地域の再生と表裏をなす不可欠の前提。 
○県民の生活・健康・教育・産業・雇用など、県民生活のあらゆる側面に必要な施策を総合する『包括法』が必要。 
○また、そのために長期的視点にたって必要な財源の確保を図ることも必要。   

   
３．原子力災害からの地域再生への省庁間の縦割り排除 
○原子力災害からの地域再生は分野が多岐にわたるため、特別立法による総合的・体系的な再生の枠組みと省庁 
  横断での対応を担保する法的なスキームが不可欠。 

   
４．新生ふくしま創造に向けた福島県民の希望の旗 
○福島県民が、地震・津波・原子力災害・風評という４重苦を克服し、新生ふくしま創造に向けて一丸となって臨むこ 
  とのできる希望の旗印となる法律が必要。 

 
５．国の威信をかけたάC¦Y¦{ILa! 再生έの発信 
○原子力災害からの福島再生の挑戦は国際的にも高い関心をもって注目。政府として断固たる決意で“FUKUSHIMA” 
   の再生に取り組む姿勢と実績を国内外に発信することが必要。 

５ 

○原子力災害は地震・津波被害とは被害状況等が大きく異なり、同様の枠組みだけで復興は困難。 
○長期的視点に立って国の責任の下で総合的に必要な施策を進めることが不可欠だが、現行法では、 
  このための枠組みが不在。  
○中・長期的に、原子力災害からの福島の地域再生に必要な恒久的措置を体系的に規定する立法措 
   置が不可欠。 
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【参考】 福島復興再生特別措置法の概要 (Ｐ６-７)  β復興庁資料 

警戒区域 
計画的避難区域 
旧緊急時避難準備区域 
 

30km 

浪江町 

南相馬市 

 

双葉町 
福島第一 
原子力発電所 

福島第二 
原子力発電所 

大熊町 

富岡町 

楢葉町 

広野町 

20km 

いわき市 

小野町 

平田村 

郡山市 

田村市 

 

二本松市 

川俣町 

福島市 

飯舘村 

葛尾村 

伊達市 

相馬市 

川内村 
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長期避難者の生活拠点の形成 

 ・交付先：福島県、避難者受入市町村等 
 ・対象：公営住宅の整備を中核とした受入に伴い必要なハード整備 
           これらと一体となって行うソフト事業 

公共インフラの復興・再生 
国による公共事業の代行及び生活環境整備事業の対象区域の拡充 

企業立地の更なる促進 

避難解除区域における税制優遇措置の 
対象拡充  

・避難解除区域 
・避難指示解除準備区域 

・居住制限区域 
・帰還困難区域 
β広域インフラ施設の機能回復等、 
    住民の帰還等に向けて必要な 
    事業が対象 

改正前 

改正後 

・対象事業者：既存事業者 
・対象区域：避難解除区域 

改正前 

・対象事業者：新規立地事業者を追加 
・対象区域：避難指示解除準備区域 
         居住制限区域を追加              

 ～福島の復興及び再生を加速するための措置の創設・拡充 

生活拠点形成交付金《仮称》の創設（平成25年度予算） 

β事業用設備の特別償却 
   被災者を雇用した場合の税額控除等                      

改正後 

β 公布・施行日：平成２５年５月１０日 

福島復興再生特別措置法の一部改正について 

８ 

β復興庁資料を加工 



避難解除区域に係る税制の特例措置の避難指示解除準備区域等への拡大 

○既存事業者に税制の特例措置を適用 
 ①設備投資に対する特別償却制度又は税額控除  
  ・特別償却：機械等100％、建物等25％   
  ・税額控除：機械等15％、建物等8％ 
    ②被災被用者に対する給与等支給額の20％を税額控除 

○課税免除又は不均一課税をする場合の減収補塡措置。 
   平成２８年３月３１日までの間に、設備投資（施設又は設備の新設又
は増設）に対して地方公共団体が事業税、不動産取得税又は固定資
産税の課税免除又は不均一課税を行った場合にその減収額を特別交
付税の算定の基礎に算入 

特例措置の内容 

特例措置の対象区域を 
避難指示解除準備区域及び居住制限区域 

に拡大 

β避難指示解除準備区域及び居住制限区域 

β 

 これまでは、全ての避難指示が解除された「避難解除区域」のみに特例措置を適用。 

 しかし、一旦、他の地域に移り住むと、帰還しない可能性が高まるため、早期の帰還を促進することが重要。また、避
難指示解除準備区域（β1）では66事業所（平成25年1月7日現在）、居住制限区域（β2）では18事業所（同）が事業を再
開。そのため、これらの区域でも事業再開を支援することが必要。 
 
(β1)避難指示解除準備区域・・・年間積算線量が20ミリシーベルト以下で、同区域内では製造業等の事業再開等も柔軟に認められてる。 
(β2)居住制限区域・・・年間積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるため、原則、事業再開が認めらないが、市町村の許可等を得て、例外的に
事業 
        再開が認められる。 

背景・必要性 

  の区域のみ Ҝ    の区域にも拡大 ９ 

β復興庁資料 



 現行の避難解除区域に係る税制の特例措置（機械等の特別償却等）は、東日本大震災の発生時（平
成23年3月11日）に避難解除区域に事業所を有していた事業者のみ対象。 

 しかし、避難解除区域等における雇用規模の回復など、当該区域の復興・再生のためには、新規事業
者を誘致することが不可欠。 
  
 
     避難解除区域等への新規立地を促進するための特例措置（立地促進計画制度）を新設。 
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背景・必要性 

避難解除区域等における新規立地促進のための特例措置 

○対象：既存事業者（業種の限定なし） 
○計画の策定は不要。 
○県知事による震災時に対象区域内に事業所を有 
     していたことの確認。 
 
 

 
 
 
 
 

現行の避難解除区域に係る特例措置 

期待される効果 

立地促進計画制度（案）の概要 

○県知事による認定又は確認を受けた事業者に税制の特例措置を適用。 
 ①設備投資に対する税額控除又は特別償却制度 （特別償却：機械等100％、建物等25％  税額控除：機械等15％、建物等8％）  
    ②被災被用者に対する給与等支給額の20％を税額控除 

○課税免除又は不均一課税をする場合に減収補塡措置。 
  平成２８年３月３１日までの間に、設備投資（施設又は設備の新設又は増設）に対して地方公共団体が事業税、不動産取得税又は固定資産
税の課税免除又は不均一課税を行った場合にその減収額を特別交付税の算定の基礎に算入 
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被災雇用者等を雇用　　　　　 ＊ ○　給与等支給額の10％を税額控除
H28.3.31までに指定を受け、
そこから5年

機械・装置を取得等 ○　即時償却または取得価額の15％を税額控除

建物・附属設備・構築物を取得等 ○　特別償却25％または取得価額の8％を税額控除

○　即時償却

　さらに、即時償却したうちの12％を税額控除

○　積立額を損金算入
H28.3.31までに指定を受け、
そこから5年

　さらに、再投資等した場合に即時償却

機械・装置を取得等 ○　即時償却または取得価額の15％を税額控除

建物・附属設備・構築物を取得等 ○　特別償却25％または取得価額の8％を税額控除

機械・装置を取得等 ○　即時償却または取得価額の15％を税額控除

建物・附属設備・構築物を取得等 ○　特別償却25％または取得価額の8％を税額控除

事業税
　不動産取得税
　固定資産税

　課税免除
　または

　不均一課税
　による措置

事業税
　不動産取得税
　固定資産税

　課税免除
　または

　不均一課税
　による措置

企
業
立
地
促
進
区
域

  県から
「避難解除等区域復興再生推進事

業実施計画」
についての認定を受けた事業者

避難対象雇用者等を雇用　　 ＊ ○　給与等支給額の20％を税額控除
解除から3年までに確認を受け、
そこから5年

解除から5年

避
難
解
除
区
域
等

県から
確認を受けた
事業者

避難対象雇用者等を雇用　　 ＊
解除から3年までに確認を受け、
そこから5年

解除から5年

○　給与等支給額の20％を税額控除

対象者 所得税　・　法人税 地方税

復
興
産
業
集
積
区
域

市町村から
指定を受けた
事業者

H28.3.31まで

開発研究用資産を取得等 H28.3.31まで

上記のうち
新設法人のみ

再投資準備金を積立て　　　　＊

　事業税
　不動産取得税
　固定資産税

　課税免除
　または

　不均一課税
　による措置

復
興
特
区
制
度

注2

注１ 東日本大震災復興特別区域法による制度。

注２ 「課税の特例を含む復興推進計画」の中で設定。

この計画は、福島復興再生特別措置法により、県や全ての市町村が作成可能。

注３ 避難解除区域・避難指示解除準備区域・居住制限区域をいう。

注４ 企業立地促進計画で定める区域をいう。

＊の特例は、併用不可。

注1

＊

＊

＊

注３

注４

【参考】 福島復興再生特別措置法に基づく課税の特例（概要） 
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計 
個 人 
【所得税】 

法 人 
【法人税】 

計 
１，５９７ 
（１，３１２） 

４５３ 
（３５３） 

１，１４４ 
（９５９） 

設 備 投 資 減 税 
【即 時 償 却 （1 0 0 % ) 】 
【税 額 控 除 （2 0 % ）】 

６８４ 
（５５９） 

１７３ 
（１３３） 

５１１ 
（４２６） 

被 災 者 雇 用 減 税 
【税 額 控 除 （2 0 % ）】 

９０８ 
（７５３） 

２７９ 
（２２０） 

６２９ 
（５３３） 

地 方 税 課 税 免 除 
【不動産取得税・固定資産税】 

５ １ ４ 

福島県税務課【平成２５年１１月７日現在】確認済事業者一覧より作成 
（ ）内の数字は改正前法律に基づく確認件数 

（単位：件） 

¸ ₳ ₴ Ῥ ѰϮ ᾍ ӢḢ ӢḢ

ρӢḢ ֗ ᾱ̮Ѱ ӢḢ қ Ϲ ˗ ̏ 

¸ ₳ ₴ ᷀ Ή˲֗ ˲ֻ ├ ̏ ˗  ֞

¸ ρӢḢ ֗ ᾱ̮Ѱ ӢḢ ̏ ˗  
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認定日 申請主体 復興推進計画の概要 主な内容 

税
制 

H24.4.20 福島県・５９市
町村 

産業集積（ものづくり特区） 
 

β現在、県及び市町村は、業種の追加、区域の
拡充に向け国と協議中 

Å輸送用機械、電子機器、医療福祉機
器関連産業等の製造業の企業を工業
団地を中心とした特別区域に立地促
進 （既存企業も対象） 

H24.11.13 いわき市 産業集積（観光推進特区） 
 

β現在、県・いわき市を除く市町村は、特区設定
に向け国と協議中 

Å小売業、サービス業等の観光関連企
業を温泉地等の観光集積の特別区域
に立地促進 （既存企業も対象） 

H25.7.5 福島県・いわき
市 

産業集積（農山漁村再生特区） 
 

β現在、県及び市町村（いわき市を除く）は、特区
申請に向け国と協議中 

Å農林水産関連事業者の農業地域を中
心とした農山漁村の特別区域への立
地を促進 （既存企業も対象） 

規
制 

H24.3.16 福島県 医療機器製造販売業等の許可基準の緩和 Å事業者に義務づけられている責任者
の確保を容易にするため、許可基準
が緩和（特別講習修了者を可） 

H24.4.20 福島県 医療機関に対する医療従事者の配置基準の特例
等 

Å訪問リハビリ事業者の整備を促進する
ため、配置人数要件が緩和 

H24.7.27 
H25.7.5 

南相馬市 

福島県・３０市
町村 

応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例 Å仮設施設の整備・維持のため、原則２
年３か月の存続期間を２年間延長 

H25.7.5 福島県・５９市
町村 

公営住宅入居者要件等の特例 Å被災者の住宅を確保するため、入居
者要件が緩和（困窮要件のみで可） 

H24.8.3 福島県・５９市
町村 

確定拠出年金にかかる中途脱退要件の緩和 Å脱退一時金を地域振興資金の一部に
充当可能にすることで地域活性化 

金
融 

随時 ７市１０町村 利子補給金の支給 Å市町村が認める中核企業への金融支
援により、地域産業の復興再生を促
進 

▲ ⱣẤ Ҍ₁҆Ѱ ▲ ὲҏתּ ҏῖ ▓Ҍ҅ѥ҇ 
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福島復興再生基本方針の構成 
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福島の復興・再生の意義   『福島の再生なくして日本の再生なし』 

○ 福島は、戦後、首都圏へのエネルギー供給等、経済の発展に大きな貢献。 
   特にエネルギーは、常磐炭田、只見川流域の水力発電、浜通りの原子力発電等、全国有数の 
   電力供給地として、国策として進められた電力の安定供給に大きく寄与 
  
○ 今般の原子力災害が、福島が国のエネルギー政策や産業政策に寄与する中で生じ、我が国の 
   経済成長を支えてきた福島に重大な制約を与えるものとなったものであることを、国として真摯に、 
     かつ厳に重く受け止める必要。 
 
○ 福島の復興・再生は、東日本大震災からの復興にとどまらず、活力ある日本の再生に不可欠。 
  前例のない原子力災害に国民が一丸となって、叡智と力を結集して乗り越えねばならない。 
 
○ 福島特措法においても、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的責任と、福島の 
  復興再生の責務が明記された。   
 
○ 福島の復興再生は国政の最重要課題。 
  国は、深刻な事態の記憶と教訓を決して風化させることなく、福島の住民に寄り添い、誇りと自信 
  を持てるふるさとを取り戻すまで威信をかけて知恵と力を結集して総力で実行する。    
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福島復興再生基本方針における財政上の措置等 

○福島全域の復興再生を最後まで責任をもって迅速かつ着実に進めるため、長期にわたって十分な財源を確保 
○特に、避難解除等区域等においては、復旧・復興に特に長時間を要する状況にあり、これを適切に対応することができる 
   よう十分な配慮を行う。 

 長期にわたる財源の確保 

○復興庁のリーダーシップの下、政府一体となって総合的・計画的に施策を実施。一段高い立場から総合調整を行う。 
○福島の復興再生のために必要な予算を一括して要求し、確保する。 
   その際、本方針に基づく施策の実施に必要な予算を十分に確保する。 

  省庁間の縦割りの排除 

○基本方針に基づいて政府が講ずる具体的な施策や事業について、一覧しやすい形でとりまとめ、県・市町村と情報共有 
 （施策名、担当省庁、施策の内容、事業費等） 

  政府が講ずる施策・事業の一覧化 

○電源立地地域対策交付金に代わる財政上の措置について、平成２５年度予算において検討 
○復興交付金をはじめ基本方針に示された各種措置では対応できない新たな措置の必要が生じた場合には、必要な財政上 
  の措置について検討 

  新たな財政措置の検討 

○原子力被害応急対策基金その他、福島県が設置する基金について、必要な場合、適切に財政措置を講ずる 

  基金の財源確保 

○法の施行後３年以内に、課税の特例を含め、法の規定について検討。その結果に基づき必要な措置を講ずる 

  税制上の措置 
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第１部 原子力災害からの福島の復興及び再生 

  Ῥ П П  
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福島の復興再生に向けた国の基本姿勢 （ポイント） 

 Ῥ ЋḢ ӢḢ ˘ ֝  

放射線への不安は、放射線が人間の五感で捉えられないこと、安全基準の受け止め方が人それぞれであること等により、容易には解消できない。 

国は、生活環境や商品の安全性を客観的に確保することに加え、住民や消費者の主観的な安心につなげられるよう、安全性に関する正確な情報

提供や正しい理解の普及等の取組を着実に粘り強く進める。 

 ԍἧҘ ὡ ֞ Ῥ ˗ ֻ ֝  
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 Ῥ ˲ ᶮКẆ  

 ͪ ᶮ Ῥ К⁸ ʝ̱  ֝

福島は、国土軸上の優位な条件 （首都圏への隣接性。東北地方と関東地方との結節点。北東国土軸と日本海国土軸との連結等） 

また、多極分散型の県土構造 （全国３位の県土。浜・中・会津の地域区分と、７つの生活圏）  

これらの国土軸上の優位性等を十分に活かし、政府機関、研究機関等の拠点の誘致を図り、関係分野で先導的な役割を果たすべき地域    

特に、双葉郡等の復興・再生には、浜通りの南北ネットワークの早期復旧、浜通りと中通り等との東西の広域的ネットワークの確保・強化が必要  

福島の復興・再生は、福島全域での復興・再生と避難解除等区域等の復興・再生という二つの観点から、講じていくことが重要 

国は、福島県が掲げる脱原発の理念を尊重し、原子力に依存しない安全・安心で持続的に発展可能な社会づくりを責任を持って後押しする。 

再生可能エネルギー産業、医療関連産業の拠点の創出・形成など、福島の将来を見据えた先導的な施策を展開する。 

国は、福島がエネルギーや医療等の分野で我が国のフロンティアとなることを目指す。 

国は、安全に安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備する。 

 → Ｐ１６を参照   
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第２部 避難解除等区域等の復興及び再生 

ᾓ ̮ ₒ ӢḢ ⱥ П ֝  

᷂ ЏВᶧ̱ ₒ ὑ Ӳ 
̌לꜘ ̮ὁ ͑ʦ ├ Ḹ ͑ ˧ ͪ ϼ ᾦ  

  ᾦἶ ͪ ϼ ᷂Ḣ ◐ 
β∆ Ⱳ ӣ ͪ ў ᵣ П 

  ֝ ρ  
ҵ ᷂ ЏВᶧ̱ ẉ ֞ Њ ӢḢ ⱥ П 

  ᷂ ЏВᶧ̱ Л ͑ ͪ 

Ῥ ⱥ ֙ Ồ ᷂Ḣ ⱥ  
  ᶮ ► ᷂Ḣ ӢḢ Ҙ ὕ 

ṑ ρ ˗ ὑ ⁸  
  ὕ  

̮ ₒ Л ӓ ЏВ Џ ᶥⱥ 
  ˗ ᴣ ͪ ˧ ᶮ ̑ 
  ὕ  

Њᾱ ̏ ᴇ Џᵣ̮ὁ ͈ ϼ ̮ὁ Њ ᾍ  
 ͈ ᾱ̮Ѱ ᾱ̮ὄὑ ͪ ᾱ̮ὄὑӲ ̝  ӢḢ ͈ ˗ ρ  ͝

ϼ ֗ ὄ ͪ ᶫ ϼ ў ᾍꜘ 
ₒ ̮ ὄЋ ͪ ᷂Ḣ ̮ ʥὄ ʝ ʝ  ֝

ⱥ П ὑ ̮ ׄ ὕ Ẇ Л ӓ ᾗ Ѱʣ  
רʺ   ҍ ›ẑ ӓ ̏ ֞Њ᷂ ЏВᶧ̱ ͪ ̮ ֚ׄ  

ⱥ ֗  
П  

Ḩ  
 

ⱥ ֗  
П  

１９ 



避難解除等区域等のインフラ復旧の方向性 
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  【地域のインフラの再構築のイメージ】 （※県作成）   
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【参考】 避難解除等区域等におけるインフラの状況 
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小名浜港の位置 震災後の利用状況（石炭運搬外航船） 

浪江町・椚平地区 いわき市・小川町地区 

大熊町・野上地区 いわき市・戸渡地区 

避難地域と県の
主要都市の連携
の要となる道路
は、利便性がき
わめて低いのが

現状 
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第３部 福島全域の復興及び再生 
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○国が実施する国際研究機関とも連携した最先端の調査研究結果の提供等 
○福島県が行う健康管理調査の実施に対する必要な措置、各種特例の適用 
○国によるトップセミナー・住民説明会等の実施 等 
 

○ホールボディカウンター等を活用した被ばく放射線量の検査や評価 
○県民健康管理基金の活用等の状況について長期にわたりフォローアップ 
○保健師等保健医療専門職の派遣や紹介等確保支援、雇用に係る財政措置  
  等 
 

○農林水産物、食品（加工品）の放射能に対する安全管理、検査機器の導入や 
   検査体制の整備 
○検査及び安全管理のガイドラインの策定、新たな基準値に対する消費者等へ 
  の理解促進 
○飼料、肥料等の放射性物質濃度の検査支援、工業品の測定体制の強化 等 
 

○除染に伴い生じた土壌等に係る仮置場の確保 
○中間貯蔵開始後３０年以内の県外処分を完了するために必要な措置を実施 
○除染等が迅速かつ確実に実施されるよう除染技術の開発を推進 
○除染の実施にあたり福島の住民の雇用や資機材の福島における調達に配慮  
  等 
 

○子どもが活動する広場等の除染、学校や児童福祉施設等の空調・エアコン等 
  の設備の設置等 
○安心して子どもが遊び、運動することができる環境の整備やサマーキャンプの 
  実施 
○学校等の給食の提供前・提供後の検査体制の整備 等 
 

５ 児童等について放射線による 
   健康上の不安を解消するため 
   の措置 

４ 除染等の措置等の迅速かつ 
  確実な実施等 

３ 農林水産物等の放射能濃度 
  の測定等の推進  

２ 健康増進等を図るための施策 
  の推進 

１ 健康管理調査の円滑な実施 
  の確保 

放射線による健康上の不安の解消その他生活環境の実現 

■ 基本方針に基づく施策全般の着実な実施に必要な予算を十分に確保 

ǵ ǵ ἧ 
毎
年
度  

政
府
予
算
等
で
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策
・事
業
と
し
て
具
体
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○原子力災害の記録、教訓の収集、保存、公開体制の整備、ＩＡＥＡ等の国際機  
   関の機能の誘致 
○県環境創造センター（仮称）の運営、県農林水産再生研究センター（仮称）構想 
   策定 
○県立医大を中核的実施機関として、県民健康管理調査本部・データセンター等 
   を整備 等 
 

○学校等教育施設の災害復旧事業の適切な実施 
○経済的な理由によって修学が困難な者の教育機会の確保 
○子どもらしく豊かな情操を育み心身ともに健やか生活できる教育環境の整備   
  等 
 

○医療従事者の流出防止や県内定着等のための医療機関に対する財政措置 
○地域医療再生基金による事業の期限延長への対応 
○要介護高齢者の増加・重度化の防止を通じた介護保険財政の安定的な運営  
  等 
 

○医療費の助成等に活用される県民健康管理基金のフォローアップ 
○保育の充実、子どもが医療体制の充実、子どもや保護者の心のケア 
○下水汚泥等廃棄物の適正な処理 等 

６ 放射線の人体への影響等に 
  関する研究及び開発の推進等 

○放射線に関する健康上の不安の解消等リスク コミュニケーション事業 
○児童生徒等が放射線に関する教育を受けるための副読本や指導資料の作 
   成・普及等の実施 
○放射線に関する風評等に基づく様々な人権問題等を予防するための啓発活 
   動の実施 等 
 

７ 国民の理解の増進 

８ 教育を受ける機会の確保のた 
    めの施策 

９ 医療及び福祉サービスの確保 
  のための施策 

10 その他の安心して暮らすこと 
   ができる生活環境の実現の 
     ための措置 

（続）放射線による健康上の不安の解消その他生活環境の実現 

■ 基本方針に基づく施策全般の着実な実施に必要な予算を十分に確保 
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 ○農産品、加工商品、工業製品、観光等への被害の状況を踏まえ、まず風評被害の回復に万全を期すべきこと 
 

 ○福島全体を対象に、一体的かつ総合的に風評被害の解消にむけた取組を行うこと 等 
 
  

■ 原子力災害からの産業の復興及び再生に関する基本的事項 

■ 復興特区法の特例 ■ 産業の復興及び再生に係る規制の特例 

■ 風評被害対策など産業の復興及び再生のための施策 

原子力災害からの産業の復興及び再生の推進 

■
産
業
復
興
再
生
計
画

 

 
 

 

 ○風評被害等により毀損した農林水産物及び商品等のブラン 
  ドや低迷する観光の再生、再生可能エネルギーの開発、物 
  流拠点の再構築等を促進 
 
 ①福島特例通訳案内士育成等事業 ②商品等需要開拓事業 
 ③新品種育成事業 ④地熱資源開発事業 
 ⑤流通機能向上事業 ⑥福島特定埠頭運営事業 
 
  

 ○県内全域の産業の復興・再生のため、税制上の特例に関す 
  る復興特区法の特例の規定の適用のため措置が講じられる 
 
 ・復興特区法に基づく復興推進計画を、福島の全市町村にお 
  いて作成可能 
 
  

 ①農林水産業の復興及び再生のための施策 

   
    
     
  

 ②中小企業の復興及び再生のための施策 

   
    
      

③職業指導等の措置 

  
     

 ④観光の振興等 

   
    
    
 
  
 ⑤その他の風評被害対策     
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福島における先導的な拠点、産業の集積の促進 

■福島を再生可能エネルギーの産業拠点化 
○技術開発から実証までを行う研究開発拠点の整備、 
○地域に存在するバイオマスなど再生可能資源の効果的活用のための技術開発 
○浮体式洋上風力発電の早期事業化と福島発の洋上発電技術の国際標準を先 
  導するような研究開発、試験活動の強化 
○スマートコミュニティの実証事業等、先端的太陽光発電事業のモデル実証研究、 
  先端的太陽電池の基礎から早期実用化までの一貫した研究開発等などの展開、 
  被災地向けの再生可能エネルギー発電事業への助成制度等 
○エネルギーパークの設定等、市民共生型の再生可能エネルギー市場の構築 

○福島県立医科大学を中核的実施機関として、県民健康管理調査本部・データセンター等の整備 
○福島県立医科大で、放射線医学・最先端診断や医薬品等の開発拠点の整備   
○ホウ素中性子補足療法の開発実証や、医療機器・ロボット等の開発実証 
○電気等安全確認、動物試験、手技トレーニング等を行う医療機器の 
    開発・安全対策、事業化支援に資する機能の整備  

再
生
エ
ネ 

医
療
・創
薬 

○ 国は、福島県が掲げる原子力に依存しない社会を目指すという理念を尊重し、原子力に依存しない安全・安心で持続的に 
    発展可能な社会づくりを責任をもって後押し  
○ 『福島研究開発・産業創造拠点構想（案）』の実現     福島をエネルギーや医療等の分野で我が国のフロンティアに 

■除染技術の開発や技術的助言、放射性物質の動態・影響等の解明 
 ○福島県環境創造センター（仮称）等の運営のサポート  
 ○独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター福島研究拠点を福島に整備 
■廃炉に向けた研究開発等 
 ○廃炉に向けた研究開発・事業推進、新たな原子力安全規制体系の下 
   での規制関係人材の育成における福島の拠点化 

環
境
・廃
炉 

○福島においてＩＡＥＡ等の国内外の研究機関との連携を強化。 
○国際会議の誘致やＩＡＥＡ等の関連国際機関の機能の誘致 
○事故の経験と教訓を次世代に継承し、世界と共有するため、原子力災害の記録、教訓の収集、保存、公開体制の整備 

その
他 
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【参考】 重点推進計画の概要               

  ３年間 ※必要に応じて見直し 
  （平成２５～２７年度） 

  ─ ─                ─ ─ ─√╘─  

  ủ ─ ⁸ ─ ─ ╩ ≢ ╡ ↑╢⁹         ủ ふくしま産業復興投資促進特区及び企業立地補助金の活用による企業誘致の推進 
     ・ ™╦⅝  （譲渡対象：約４２ha※ 譲渡先：福島県）                ủ 工業団地造成に係る借入金等に対する利子補給 
     ・     （譲渡対象：約３１ha※ 譲渡先：相馬市） βH25 3 1   ủ 産業人材の育成 等 

 ＜主な取組＞ 
 ① 福島県環境創造センター（仮称）の整備・運営   
 ② 福島県浜地域農業再生研究センター（仮称）の整備・運営 
 ③ 会津大学復興支援センター等における世界最先端の情報通信技術研究の推進 

 ＜将来像＞ 
 ủ 放射性物質により汚染された環境の回復、国内外の英知を結集した環境創造 
 ủ 農作物等への吸収抑制技術の実証・確立による営農の再開、農林水産業の再生 
 ủ ICT（情報通信技術）を活用した新産業の創出、関連企業の集積           等    

 ６ 重点推進計画の迅速かつ確実な実施を確保等するための措置等 

 ２ 計画期間 

 ＜現状＞ 
 ủ ─  
  
 ủ においても ◄Ⱡ が  
 
 
 
 
 
 
 
  
＜課題＞ 
 ủ 再エネ事業の動きを本県の   
  ⌐ ┘≈↑╢ │ ⌐≈ 
  ™√┌⅛╡ 
  ќ ╕∏│⁸ ⌐ ↑≡ 
   ╛Ⱡ♇♩꞉כ◒  
   ⅜  
 
 ủ 本県企業の技術力をいかすため 
  の研究開発への支援 
  
 ủ 将来の本県産業を担う、核となる 
  事業が必要 
  
 ủ 世界の先進地の知見の取入れ 
 
 

 ＜主な取組＞  
 ① 大学やテクノアカデミー等による人材育成 
 
 ② 関連産業のネットワーク形成 
    ・ 関連産業推進研究会（約4２0団体で構成）の設置  
 
 ③ 福島再エネ研究開発拠点 
    による新技術開発への支援 
   ・ 平成26年度に郡山市に開設  
    
 ④ 浮体式洋上風力発電実証研究事業 
   ・ 平成26年度までに本県沖に 
              2MW 1基、7MW 2基を整備 
  
 ⑤ スマートコミュニティの構築 
   ・会津若松市など8市町村の取組を促進 
  
 ⑥ ドイツやデンマーク等との連携 

 ＜将来像＞   
 ủ ─ ─ ⅜ ∆╢  
 ─  
  ( 32 70 )  
 ủ 2040 ⌐ ◄Ⱡꜟ◑כ ─◄Ⱡ 
╩כ◑ꜟ  ◄Ⱡ≢ 32 40  

 פֿ 

 ＜現状＞ 
 ủ 医療関連産業は本県の「強み」 
   → 医療機器製造業許可 54社 
 
 
 
 
  
    
   H23 医療機器生産額 976億円 
                 （全国 位） 
   H23 医療機器受託生産額 224億円 
                 （全国 位） 
 
  
 
 
   
 ＜課題＞ 
 ủ 高リスク、高開発コストの治療機器 
  分野 
 
 ủ 薬事法等における、研究開発から   
  事業化までの広範な規制への対応 
 
 ủ 今後成長が見込まれる海外市場    
  への展開               

 ＜主な取組＞  
 ① 医療機器開発支援 
   ・ 福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称） 
   整備 
   ・ 医療現場ニーズに基づく医療機器の研究開発・実証 
   ・ ＢNCＴ（ホウ素中性子捕捉療法）や手術支援ロボット  
   の開発・実証 
  

  ② グローバル展開 
   ・ 世界最大の医療機器展示会「メディカ」出展 
    ・  ドイツNRW州等との地域間交流 
 

 ③ 創薬拠点の整備 
   ・ 県立医大における医療 -  産業トランスレーショナル 
   リサーチセンターの整備（がんを中心とした治療薬 ・ 
   診断薬等の開発支援）    
 

  

    

  ủ ⌐⅔↑╢ ─ 

       ( 32 70  
   

  ủ ─ ⌐╟╢  

   ─ ⌐╟╢ ─     

         ( 32 : 1, 750 )   
 

  ３  再生可能エネルギーに関する重点的な取組  ４ 医薬品及び医療機器に関する重点的な取組 

 ５ その他の先導的な施策 

 再生可能エネルギー、医薬品及び医療機器に関する研究開発拠点の整備を通じて、 
 新たな産業の創出や産業の国際競争力の強化等の取組を重点的に推進。 

β商工労働部作成 

 １ 趣旨 

 

（東北１位） 

２７ 



（続）第３部 福島全域の復興及び再生 
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ᾓ β∆ ὡ ḹֻ  

 万が一、被ばくに起因する健康被害が認められた場

合、本人の実質的な負担なく所要の医療を受けること

ができることとする。 

（必要な法制上・財政上の措置を検討） 
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県民健康管理基金 原子力災害等復興基金 
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福島ふるさと復活プロジェクト（平成24年度補正・平成25年度予算） 

１．帰還加速・区域の荒廃抑制 ２．長期避難者の生活拠点形成 ３．定住促進 

【事業概要】 
 被災12市町村における避難解除区域の住民帰還

を促進するための取組や、直ちに帰還できない区域
への将来の帰還に向けた荒廃抑制・保全対策を、
国の費用負担により実施。 

【対象区域】 
原子力被災12市町村 

【対象事業】 
①避難解除区域への帰還加速のための取組 

        喪失した生活基盤施設の代替・補完 
住民の安全安心確保 
地域コミュニティ機能の維持・確保 等  

 ②直ちに帰還できない区域の荒廃抑制・保全 

   荒廃抑制・保全対策・ 

   住民の一時帰宅支援 等 

地域の希望復活応援事業 
（原災避難区域等帰還・再生加速事業） 

【４８億円24 】 

【事業概要】 

 災害公営住宅の整備を中心に、避難者を受け入れ
ている自治体の基盤整備等を推進するとともに、コ
ミュニティの維持などの避難者支援のためのソフト対
策を一体的に実施することにより、長期避難者のため
の生活拠点の形成を促進。 

【対象地域】 

  長期避難者を受け入れている市町村 

【対象事業】 

・災害公営住宅整備（補助率7/8） 

・道路改良、学校施設整備等 
（復興交付金同等の補助率） 

・上記事業と一体となって効果を増大させるソフト施
策（地域住民との交流事業、スクールバス運行
等） 

コミュニティ復活交付金 
（長期避難者生活拠点形成交付金） 

       【５０３億円（新規）】 

【事業概要】 

公的な賃貸住宅の整備やこどもの運動機会の確保
のための施設整備の早急な実施を支援することにより、
子育て世帯が安心して定住できる環境を整え、地域の復
興・再生を促進。 

【対象地域】 

 原発事故により人口が流出し、地域の復興に支障が生
じていると認められる地域 

【対象事業】 

・公的な賃貸住宅整備費助成 
（補助率2/3） 等 

  ・遊具の更新、地域スポーツ施設、 
水泳プール等の整備（補助率1/2） 等 

・上記事業と一体となって効果を増大させるソフト施策 
（公的賃貸住宅の駐車場整備 等） 

子ども元気復活交付金 
（福島定住緊急支援交付金） 

         【１００億円（新規）】 

福島復興再生基本方針に基づく措置 ～ 新たな交付金等の創設 ～ 

２９ 

電源立地地域対策交付金に代わる財政上の措置（平成25年度予算） 

【事業概要】 

県内の住民生活への原子力事故の影響の 
防止・緩和等のための事業を実施 

福島原子力事故影響対策特別交付金 
         【３５．５億円（新規）】 

【対象地域】 

県内全市町村 

【主な事業】 

緊急現道対策事業 

ふくしま県産品再生支援事業 



 ・東日本大震災復興交付金【5,918（2,868）】 β 

 ・災害復旧事業【6,611（2,605）】 β 

 ・災害廃棄物の処理【1,266（3,442）】 β 

福島の復興・再生に向けた平成２５年度予算（政府予算案）のポイント 

○「福島復興再生基本方針」、総理指示等を踏まえ、復興庁が司令塔となって原子力災害からの福島の復興及び再生を加速的に推進するべく、福島
県等からの要望にも配慮した予算案を編成。国が全面に立って福島の深刻な諸問題に対応できるよう事業制度を創設するとともに、諸制度の隙
間を埋め、機動的に対応する。 

４．安全・安心な生活環境の実現    ̮6,466億円（4,617億円）̯  

①除染・放射性廃棄物処理等【6,220億円（ 4,547億円）】 

 ・放射性物質により汚染された土壌等の除染【4,978（3,721）】β 

 ・放射性物質汚染廃棄物処理事業【971（772）】β 

 ・中間貯蔵施設の設置に向けた取組【146（20）】 等 

②放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等【 62億円（ 28億円）】 

 ・モニタリング対策関連交付金 【13（-）】（住民のニーズに応じたモニタリングの実施） 

  ・地方消費者行政活性化事業【7（4）】※ (食品等の放射性物質検査、消費生活相談等) 

５．地域経済の再生             ̮148億円 38億円 ̯ 

①再生可能エネルギー等の研究開発支援等【135億円（32億円）】 

Å浮体式洋上風力発電の実証研究【95（-）】 

Å再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ次世代技術開発事業【3（-）】（福島県内企業等の技術開発への支援） 

Å市民交流型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業【5（-）】（福島県内体験型再ｴﾈ施設等への補助） 

・革新的ｴﾈﾙｷﾞｰ研究開発拠点の形成 【13（12）】    

・福島再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ研究開発拠点機能強化事業【9(-)】  

    (参考)福島県環境創造センター（仮称）整備への支援（113（H24補正予算案））                    等 

②産業振興・雇用・風評被害対策【13億円（6億円）】 

・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金【1,100( - )】 β 

・中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（ｸﾞﾙｰﾌﾟ補助金)【250(500)】 β 

・福島発農産物等戦略的情報発信事業【3（-）】（13(H24補正予算案)) 

・福島県における観光関連復興支援事業【4（-）】 等 

  （参考）震災等緊急雇用対応事業【500（補正予算案）】β 
 

 

（注）各項目の合計額は、復興庁一括計上予算のうち、「原子力災害からの復興・再生」に係る予算案の合計額。総額では、7,264億円（24
年度：4,655億円）となる。なお、上記の斜体の事業は、「原子力災害からの復興・再生」予算以外に区分される事業。 

（備考）※の予算額は被災県等の合計であり、その
一定部分が福島県に関連するもの。 

 
①地域の希望復活応援事業  【48億円】(208億円(H24補正予算案)) 
      （原災避難区域等帰還・再生加速事業）  

          帰還支援（生活基盤施設の立ち上げ支援等）、区域の荒廃抑制・保全（除  

         草、廃家屋の撤去等）など様々なニーズにきめ細かく対応するための市町村 

         への新たな支援） 

②コミュニティ復活交付金     【503億円  (新規)】 
  （長期避難者生活拠点形成交付金（仮称）） 

         災害公営住宅、関連する道路・学校施設等の生活拠点の形成のための   

          県・市町村への新たな支援） 

③子ども元気復活交付金     【100億円  (新規)】 
    （福島定住緊急支援交付金（仮称）） 
         子育て環境の整備（屋内運動施設の整備、遊具設置等）や子育て世代が 

          定住できる環境整備のための市町村への新たな支援） 

１．福島の復興・再生の加速 
   〔福島ふるさと復活プロジェクト〕       ̮652億円（新規等）̯ 

３．地域社会の再生（まちの復旧・復興） 

 
 

①復興加速化・福島再生予備費   【6,000億円（4,000億円）】β 
 （復興大臣の裁量により、事業費の追加や新たなニーズに機動的に対応） 

②東日本大震災復興推進調整費     【100億円（50億円）】β 

 （復興大臣の裁量により、諸制度の隙間を埋め、復興に関する調査企画の委託を 
  弾力的に実施） 
 

２．復興庁の司令塔機能の強化 

（産総研の拠点 

（郡山）での研究開
発等） 

３０ 

【○○（○○）】 
β単位：億円 

24年

度当
初 

25年度予算案 

β復興庁資料 



 ・東日本大震災復興交付金【5,155億円（5,918億円）】 ※ 

 ・災害復旧事業【7,749億円（6,611億円）】 ※ 

 ・被災者生活再建支援金補助金【190億円（840億円）】 ※ 

【○○（○○）】 
β単位：億円 

25年度当初 

26年度概算 

４．安全・安心な生活環境の実現    ̮5,277億円（6,442億円）̯  

①除染・放射性廃棄物処理等【5,035億円（ 6,220億円）】 

 ・放射性物質により汚染された土壌等の除染【3,341（4,978）】 

 ・放射性物質汚染廃棄物処理事業【1,551（971）】β 

 ・中間貯蔵施設の設置に向けた取組【事項要求（146）】 等 

②放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等【 51億円（ 62億円）】 

 ・モニタリング対策関連交付金 【13（13）】 

・地方消費者行政活性化事業【7（7）】※  

５．地域経済の再生            ̮434億円 148億円 ̯ 

①再生可能エネルギー等の研究開発支援等【386億円（135億円）】 

Å浮体式洋上風力発電の実証研究【310（95）】 

Å再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ次世代技術開発事業【13（3）】 

Å市民交流型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業【10（5）】 

Å再生可能エネルギー発電設備等導入促進復興支援事業【90（-）】 ※ 

Å革新的ｴﾈﾙｷﾞｰ研究開発拠点の形成 【13（13）】    

Å福島再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ研究開発拠点機能強化事業【16(9)】  

Å福島県における先端ICT実証研究拠点整備事業【8（-)】 

Å福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業【3.4（-）】  等 

（注）平成２６年度復興庁概算要求概要ほか公表資料より作成。 （下線）が平成26年度新規。 
（備考）※の予算額は被災県等の合計であり、その一定部分が福島県に関連するもの。 

 

①原災害避難地域等帰還・再生加速事業  【113億円】(48億円） 
Å

 
②避難解除等区域生活環境整備事業【20億円（24億円）】 
Å

 

③長期避難者生活拠点形成交付金【612億円  (503億円)】 
Å

 

➃福島定住等緊急支援交付金【101億円  (100億円)】 
Å

 
➄福島帰還地域における生活環境向上の経費【事項要求（-）】 
Å

 
 

１．福島の復興・再生の加速       ̮846億円（675億円）̯  

３．地域社会の再生（被災者支援、まちの復旧・復興） 

 
 
①復興加速化・福島再生予備費   【6,000億円（6,000億円）】※ 
  

②東日本大震災復興推進調整費     【50億円（100億円）】※ 

 
 

 

２．復興庁の司令塔機能の強化      【6,050億円の内数】 
（産総研の拠点 
（郡山）での研究開
発等） 

福島の復興・再生に向けた平成２６年度復興庁概算要求 

②産業振興・雇用・風評被害対策【48億円（13億円）】 

・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 

 【事項要求( 1,100)】 ※ 

・中小企業組合等共同施設等災害復旧事業【事項要求(250)】 ※  

・福島発農産物等戦略的情報発信事業【16（3）】 

・福島医療・福祉機器開発・事業化支援事業【20（-）】 等 
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4
復興交付金、電源交付
金等

平成25年度予算において検討
新たな措置が必要となった場合に対応した財政上の措置                          (P85,86,87)

8
福島第一原子力発電
所の安全確保

2
福島県が掲げる脱原発
の理念の尊重

原子力に依存しない社会を目指す (P9,13,85)

1
『福島の再生なくして日
本の再生なし』

福島が国のエネルギー政策や産業政策に寄与する中で生じた

国の社会的責任

国政の最重要課題                                                     (P3,4,35)

3 長期にわたる財源確保 必要な予算を十分に確保                (P10)

結論が出たものか
ら補足となる方針を随時取りまとめ (P90)

6 省庁間の縦割り排除
復興庁のリーダーシップ

必要な予算を一括して要求し、確保      (P11,86)

7
政府が講ずる具体的な
施策・事業の一覧表

担当省庁 事業費 等を一覧化     (P88)

5
機動的かつ柔軟な施策
拡充（基本方針の追
補）

一日も早い非常事態宣言の終結 (P6,14,40)

【参考】 福島復興再生基本方針 “３０のポイント”  （１） 
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9

税制など、雇用対策の
強化

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

福島特措法による避難
指示区域復興の枠組
み

帰還に向けた工程の明
示

町外コミュニティの形成

受入自治体への対応

東西軸・南北軸の道路
ネットワークの整備

ＪＲ常磐線の早期全線
回復

港湾及び福島空港

早期全線回
復を確実に進めるよう (P24)

国家的プロジェクトにより 先導的産業を充実

税制上の措置について引き続き検討                                                   (P18,23,31,77)

帰還に向けたスケジュールと必要な施策を総合的・一体的に示す 除染、賠償を含め、
復興・再生の道すじの具体像示す                                                        (P17)

課題を速やかに整理
結果を踏まえ、必要な法制上の措置 (P17)

責任を持って国が前面に立って
避難解除等区域復興再生計画

柔軟かつ機動的に計画を見直し                             (P14,15,17)

双葉郡等避難指示区域の復興・再生

いわき市・相馬市、南相馬市などは

(P16,36)

常磐自動車道（常磐富岡～南相馬）国道６号の機
能回復・強化国道114号・国道288号 (P25)

小名浜港 東港地区国際物流ターミナル整備事業の促進
福島空港 (P25)

【参考】 福島復興再生基本方針 “３０のポイント”  （２） 
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10

地方公共団体ごとに帰還時期の目標設定を協議                                  (P16,17,35,36)

パトロール活動・防犯カメラの運用等インフラ等の警戒警備の強化
(P29)

年間１ミリ
シーベルト以下 (P14,40,45)

中間貯蔵施設等

                                                                                                           (P42,43)

渡航規制解除 福島空港国際定期路線再開 ビザ
の取得容易化の検討 大規模集客施設 (P60,61,64,65,66)

11 子育て環境・教育
(P40,43,53)

②

③

森林の除染

⑨

⑩

将来的な住民の帰還を
目指す区域の復興及び
再生

治安・防災対策

①
除染の長期的目標（１
ミリシーベルト以下）

除染

(P21)

最
終処分を実施すべく必要な措置
仮置場の確保 国有地の積極的な提供

(P46)

12 健康管理

13
農林水産業の再生、観
光等

【参考】 福島復興再生基本方針 “３０のポイント”  （３） 
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16

①

②

③

④

企業立地の促進等のため福島県と引き続き協議を行う                                (P56,77)

国はこれに対応する支援措置を早急
に講ずる                                                                                            (P63)

県内各地に政府機関、研究機関等の拠点を誘致
我が国をリードするフロンティア (P5,8,10)

福島の再生可能エネルギー産業拠点化を目指す

(P76)

医大における放射線医学・最先端診断や薬品等の開発拠点整備等を通じた拠点形成

(P48,56,75)

(P48,76)

ＩＡＥＡ等の関連国際機関の機能の誘致の取組                     (P49)

医療関連産業の振興

環境回復・創造

ＩＡＥＡ等の国際機関
の誘致　等

15
既存企業の流出防止
のための対策

17
将来における被ばく者
の援護措置の検討

14
ふくしま産業復興企業
立地補助金

福島における各種の拠点整備「福島研究開発・産業創造拠点構想（仮称）」

拠点整備の方向性

再生可能エネルギー産
業拠点化

本人の実質的な負担なく、所要の
医療を受けることができる (P85)

⑤

【参考】 福島復興再生基本方針 “３０のポイント”  （４） 
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